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上尾市国民健康保険税の税率等の改定について
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改定に向けたながれ

◆ 国民健康保険税賦課限度額

◆ 国民健康保険税税率

①審議（７・８・１０月<３回予定>）

↓

②答申（１０月予定、会長 → 市長）

↓

③改定案決定（上尾市）

↓

④条例改正案提出（１２月議会）

↓

⑤条例改正（令和６年４月１日施行予定）

↓

⑥加入者への周知（広報あげお、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等）

↓

⑦令和６年度当初課税（令和６年７月上旬通知）

「埼玉県国民健康保険運営方針（第２期）」令和２年１２月策定

【賦課限度額】
保険税水準の統一に向けては、 準統一の目標年度である令和９年
度には全ての市町村で賦課年度の法定限度額となることを目指しま
す。

【賦課方式】
保険税水準の統一に向けて、 準統一の目標年度である令和９年度
には 全ての市町村で２方式となることを目指します。

【赤字削減 ・ 解消の目標年次】
本方針に掲げる収納率格差以外の保険税水準統一の目標年度の
前年度である令和８年度までに赤字を解消する段階的な目標を設
定することとします。

参 考

「埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）」令和５年１２月策定予定

【賦課限度額】
保険税水準の準統一に向けて、早期に賦課年度の法定限度額とな
ることを目指します。

【法定外一般会計繰入金等の削減・解消の目標年次】
保険税水準の準統一の目標年度の前年度である令和８年度までに
法定外一般会計繰入金等（赤字及び決算補填等以外の目的の法
定外一般会計繰入金）を解消することとします。

【準統一の考え方】
・各市町村は県が提示する市町村標準保険税率（収納率格差を反
映した統一の保険税率）どおりに税率を設定することとします。
・市町村標準保険税率と実際の税率に乖離が生じている市町村は、
準統一に向けて段階的に税率改正を行うこととします。

国民健康保険運営方針（第２・３期）一部抜粋
❶



上尾市 法 定

令和元年度 ９３万円 ９６万円

令和２年度 ９６万円 ９９万円

令和３年度 ９９万円 ９９万円

令和４年度 ９９万円 １０２万円

令和５年度 １０２万円 １０４万円

［令和６年度～］国民健康保険税賦課限度額の改定について

【賦課限度額（合計）の推移】

９９万円 １０２万円 １０４万円

三郷市 上尾市 桶川市 北本市 川越市 鴻巣市 伊奈町

三芳町 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 さいたま市 本庄市

所沢市 飯能市 加須市 東松山市 戸田市 ふじみ野市

春日部市 狭山市 羽生市 深谷市 吉川市 白岡市

草加市 越谷市 蕨市 入間市 越生町 嵐山町

朝霞市 志木市 和光市 新座市 小川町 ときがわ町

久喜市 八潮市 富士見市 蓮田市 吉見町 横瀬町

坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 幸手市 皆野町 長瀞町

毛呂山町 滑川町 松伏町 鳩山町 小鹿野町 美里町

宮代町 杉戸町 神川町 上里町

寄居町 川島町

東秩父村

２自治体 ３８自治体 ２３自治体

【令和５年度課税分 県内賦課限度額の状況】

上尾市 法 定 差 額

医療分 65万円 65万円 ―

支援分 20万円 22万円 2万円

介護分 17万円 17万円 ―

合 計 102万円 104万円 2万円

【令和６年度以降の改定内容（案）】

世帯主：４０歳（給与収入）
妻 ：４０歳（収入なし）
子 ： ５歳（収入なし） の世帯

令和５年度税率で…
年収１,２００万円超えで限度額に該当

９９万円 → 三郷市/市の意向による、三芳町/税率等の見直しを２年に１度としているため
１０２万円 → ほぼすべての自治体が令和６年度改定予定
１０４万円 → 専決処分による改定

賦課限度額は、「埼玉県国民健康保険運営方針（第２期）」で全ての市町村で賦課年度の法定限度額となることを目指すと規定

上尾市 → 法定限度額改定年度に国民健康保険運営協議会に諮り翌年度に改定
埼玉県指導助言・監督の対象

➋

参 考 令和５年度（改定前） → 約３３０世帯



［令和６年度～］国民健康保険税税率の改定について

１、改定への経緯

①平成３０年４月
国保の運営が県単位化（財政運営の主体は埼玉県）

②令和２年１２月
県が「埼玉県国民健康保険運営方針（第２期）」を策定
→令和９年度から収納率格差以外の項目を統一する
「準統一」（※１）を開始するため、県内市町村は令和８
年度までに赤字（決算補填等目的の法定外一般会計繰
入金）（※２）を解消することとされた

③令和３年７～１０月
上尾市国民健康保険運営協議会において「令和４年度
以降の上尾市国民健康保険の運営について」市長より
諮問。３回の審議を経て、令和３年１０月に「令和４年度
に税率改正を行うこと、また令和６年度、及び令和８年度
において、段階的に保険税率を改正することが適当であ
る」旨を市長に答申

④令和３年１２月
上尾市国民健康保険税条例改正案を定例市議会に上
程。審議を経て可決

⑤令和４年４月
税率改正実施（所得割＋０.７％、均等割＋５,０００円）

※１ 「準統一」／原則として、同じ世帯構成、同じ所得であれば、
県内で同じ保険税率（完全統一）となることを目指すが、現段階で
は市町村間で収納率に差（令和３年度最大で９.３ポイント）があるこ
とから、令和９年度から、収納率格差が是正されるまで、各市町村
は県が提示する「標準保険税率」（➍ページ参照）通りに税率を設
定することとなる。

※２ 「決算補填等目的の法定外一般会計繰入金」（法定外繰入）
／国民健康保険は、加入者が支払う国民健康保険税を原資とした
「国民健康保険特別会計」で運営されているが、収支が赤字となっ
た場合、これを補うために一般会計（全市民から集められた市民税
や固定資産税で構成）からの繰入金で補填する。保険料の二重払
いにも当たることから、国・県から解消を強く求められている。

２、上尾市の法定外繰入（決算補填目的）の状況

総 額
被保険者１人当たり
（市民１人当たり）

平成３０年度 約５億５千万円
約１１,０００円
（約２,４００円）

平成３１年度 約５億円
約１０,６００円
(約２,２００円）

令和２年度 約４億５千万円
約９,７００円

（約２,０００円）

令和３年度 約３億９千万円
約８,６００円

（約１,７００円）

令和４年度
（見込み）

約４億５千万円
約１０,３００円
（約１,９００円）

【はじめに…】
国民健康保険（国保）は、加入者の年齢構成が高く、医療費が増
加する一方で、保険税負担能力が弱い方々の割合が高いという構
造的な問題を抱えている。そのような情勢の中で、「国民皆保険制
度」の最後の砦を担っており、安定的な運営が求められている。

➌

※「被保険者１人当たり」は年間平均被保険者数で算出。「市民１
人当たり」は各年度４月１日現在の人口で算出。



３、法定外繰入発生の要因と解消に向けた取組

発生の要因

○負担すべき保険税の不足
○一人当たり医療費の増加

解消に向けた取組

○収納率向上（口座振替促進、電子マネー導
入、納期内納付の促進 など）

○医療費の適正化推進（重症化予防などの保
健事業推進、適正受診・適正服薬、ジェネ
リック医薬品の使用率向上 など）

○保険税率等の改定（限度額・税率）

５、国民健康保険税の計算方法

令和４年度／２０自治体（上尾市含む）
所得割最大 ＋１.２１％（狭山市）

均等割最大 ＋１０,５００円（日高市）

令和５年度／２０自治体

所得割最大 ＋１.４８％（ふじみ野市）
均等割最大 ＋１４,０００円（美里町）

４、国民健康保険税の賦課方式

①所得割 加入者の所得に応じて算出

②資産割 固定資産税額に応じて算出

③均等割 加入者一人につき算出

④平等割 一世帯につき定額

①＋③ → ２方式（４３自治体・上尾市含む）
①＋③＋④ → ３方式（１自治体）
①～④全て → ４方式（１９自治体）
※自治体数は令和５年度課税分
※県運営方針では「２方式とする」ことを規定

６、県内６３市町村の税率改定の状況

所得割 均等割

①医療分 ６.８％ ２８,０００円

②支援分 ２.０％ １１,０００円

③介護分 ２.１％ １５,０００円

合 計 １０.９％ ５４,０００円

①医療分／医療費の財源となる保険税

②支援分／後期高齢者医療を支えるための保険税

③介護分／介護保険制度を支えるための保険税
※４０～６４歳対象。

【例】令和５年度上尾市

所得割①～③合計 ＋ 均等割①～③合計

＝ 年税額

※最大値は令和４・５年度中に方式変更した自治体を除く。 ➍



７、県内（２方式のみ）における上尾市の状況

順位 市町村名 所得割

１ 八潮市 １２.６０％

～

３０ 上尾市 １０.９０％

～

４３ 東秩父村 ８.００％

【所得割（令和５年度）】 上尾市標準保険税率：１１.８９％

【均等割（令和５年度）】 上尾市標準保険税率：74,242円

順位 市町村名 均等割

１ 久喜市 ５９,１００円

～

１２ 上尾市 ５４,０００円

～

４３ 坂戸市 ３９,０００円

所得割・均等割順位をポイント換算した場合…

上尾市は １８位 ／４３市町村中

８、標準保険税率（目指すべき税率）

標準保険税率とは…

○平成３０年度の国保制度改革により埼玉県が
財政運営の責任主体となり、上尾市は、県が決定
した「事業費納付金」 （主に国保税を財源）を納め、
県から医療費の支払いに必要な「普通交付金」を
受け取る仕組みとなった。
○県は、市が納付金を確保するために必要となる
国保税の税率を、法令で定められた統一のルー
ルに基づき算定し、埼玉県の標準的な税率水準
と合わせ、市町村ごとに、目指すべき「標準保険
税率」として、毎年度、提示。
○市町村は、「標準保険税率」を参考にしながら、
個別の財政事情などを踏まえて、それぞれの税率
を決定する。
○令和９年度の「準統一」以降は、県内の全市町
村が、県が市町村ごとに定めた「標準保険税率」
を適用することとなる。
○「完全統一」（時期未定）後は、埼玉県の「標準
保険税率」に一本化される。

埼玉県 上尾市

医療費

納付金（国保税）

必要な
税率は？

➎



所得割 均等割

医療分 ６.７８％ ４０,９６６円

支援分 ２.７５％ １６,１１５円

介護分 ２.４０％ １７,３９５円

合 計 １１.９３％ ７４,４７６円

所得割 均等割

６.８％ ２８,０００円

２.０％ １１,０００円

２.１％ １５,０００円

１０.９％ ５４,０００円

【参考】令和５年度 埼玉県標準保険税率

令和５年度 上尾市標準保険税率

所得割 均等割

０.０７％ ▲１２,６６０円

▲０.７７％ ▲５,２３２円

▲０.２９％ ▲２,３５０円

▲０.９９％ ▲２０,２４２円

現行税率（令和５年度） 【標準保険税率との差】

所得割 均等割

医療分 ▲１.０％ ３１.１％

支援分 ２７.８％ ３２.２％

介護分 １２.１％ １３.５％

合 計 ８.３％ ２７.３％

【現行の税率と標準保険税率との乖離率】

❻

所得割 均等割

医療分 ６.７３％ ４０,６６０円

支援分 ２.７７％ １６,２３２円

介護分 ２.３９％ １７,３５０円

合 計 １１.８９％ ７４,２４２円

～ポイント～

①現行税率は、医療分の所得割以外、すべて目
指すべき標準保険税率を下回る

②合計で所得割が約１パーセント、均等割が約
２万円標準保険税率を下回っている

③乖離率では、医療費の財源となる医療分の均
等割、後期高齢者を支援する支援分の所得割・
均等割が標準保険税率と大きく乖離している

④上尾市の標準保険税率（令和５年度）は、埼
玉県の標準保険税率に近い数値となる

⑤県が提示する標準保険税率は、毎年度算定さ
れ、上昇傾向にある

目指すべき税率



❼
９、税率改定のポイント

所得割 均等割

桶川市 １１.２０％ ４８,３００円

北本市 １２.４０％ ５４,８００円

鴻巣市 １１.４０％ ５６,０００円

伊奈町 １１.５０％ ４２,４００円

所得割 均等割

熊谷市 １０.８０％ ５４,０００円

草加市 １１.４０％ ４４,６００円

春日部市 １０.３５％ ５５,８００円

①近隣市・同規模市の状況

【近隣市】 令和５年度

【同規模市】 令和５年度

※赤字（法定外繰入）のない市町村も含め、現行の税率と
標準保険税率との乖離の解消や赤字解消に向けて、令和
８年度の「準統一」までに税率改定を行うよう検討している。

②食品・日用品・光熱費等の価格高騰などの影響

○令和５年４月分消費者物価総合指数（総務省）は令和
２年を１００として、１０５.１に上昇
○今後、生鮮食品などの値上がりは次第に落ち着いてい
くとの予想もあり（ＭＵＦＧ経済リポート）
○改定は令和６年度からとなるが、どの程度経済状況を
考慮するか

③低所得世帯や子育て世帯への配慮

【低所得世帯向け】

◆ ７・５・２割法定軽減
低所得世帯の負担を軽減するため、世帯の総所得金
額が一定基準以下の場合、均等割額の７割・５割・２
割を軽減
※例（令和５年度）：７割軽減（４５歳所得なし）

５４,０００円→１６,２００円（▲３７,８００円）

◆ ５・２割法定軽減の範囲拡大
上記「７・５・２割法定軽減」のうち、５・２割軽減の対象
を拡大（令和５年度～）
※令和５年３月時点の試算で３００世帯程度増。
※議題２にて詳細を説明。

【子育て世帯向け】

◆ 未就学児の均等割５割軽減
子育て世帯の負担を軽減するため、未就学児に掛か
る均等割額の５割を軽減（令和４年度～）
※例（令和５年度）：

３９,０００円→１９,５００円（▲１９,５００円）

◆ 産前・産後保険税減額
子育て世帯の負担を軽減するため、国保加入者が出
産する際の産前・産後の計４カ月（多胎妊娠は６カ月）
の保険税を減額（令和６年１月～・予定）
※国の試算：１人▲２７,０００円程度（見込み）
※第２回運営協議会にて報告予定。

上尾市
所得割：１０.９％
均等割：５４,０００円


